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調理従事者等の健康管理

施設内の衛生管理

調理器具等は洗剤などで
充分に洗浄した後、
次亜塩素酸ナトリウム（塩素
濃度0.02％）や
熱湯（85℃以上、
1分以上）により
消毒してください。

下痢、嘔吐等の症状がある調
理従事者等には、食品を取り
扱う作業をさせないで
ください。
従事復帰の際は、高い
感度の検便検査※によって
ノロウイルス陰性であること
を確認しましょう。
※市販簡易キットでは、感度の低いものがあります。

ノロウイルス食中毒警報

警報発令期間

令和7年1月28日（火）から令和7年2月10日（月）まで

ノロウイルスによる食中毒が多発しています。以下の食中毒予防ポイントに注意しましょう。

※警報期間終了後は、ノロウイルス食中毒注意報（～令和7年3月31日（月）
発令）に切り替わります。

衛生的な手洗いの徹底

ハンドソープで10秒間もみ
洗い、流水で15秒間洗い流
すを2回繰り返す
２度洗いが有効
です。
調理施設に入る前、
盛付前、トイレ使用後
等の手洗いを徹底しましょう。

充分な加熱調理

ノロウイルス汚染のおそれの
ある食品（二枚貝等）は、
85℃～90℃で
90秒間以上の充分な
加熱を行いましょう。
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